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「ＳＢＩＲ技術革新事業」基本計画 

 

研究開発推進部 

 

 

１．制度の目的・目標・内容 

（１）制度の目的 

我が国経済社会の持続的な発展を達成するためには、新規市場の創出につ

ながる技術開発を推進し、我が国産業の国際競争力を強化するとともに、社

会的ニーズに対応する技術課題への重点的な取組の促進を図ることが重要

な課題である。こうした課題の解決を図り我が国産業の国際競争力を強化す

る観点から、我が国におけるイノベーションの担い手としてベンチャー企

業、中小企業の果たす役割も大きい。 

このため、ＳＢＩＲ※技術革新事業においては、ベンチャー企業及び中小

企業の技術開発力を活用し新規市場の創出につなげるために、公的機関のニ

ーズ等を踏まえ国が設定した技術開発課題について、事前調査及び研究開発

を実施することにより、競争力のある中小企業等の創意を活用し我が国のイ

ノベーションに資することを目的とする。 

※ＳＢＩＲとは、Small Business Innovation Research の略  
 
（２）制度の目標 

本制度では、公的機関のニーズ等を踏まえ、国が設定した技術開発課題につい

て、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ技

術開発機構」という。）が事前調査（以下「Ｆ／Ｓ」という。）及び研究開発（以

下「Ｒ＆Ｄ」という。）を実施することにより、新事業の開拓を行うベンチャー

企業及び中小企業による革新的な技術の実用化を促進し、これらの技術力向上

を通じ、我が国の産業競争力を底上げすることを目標とする。 

 

（３）制度の内容 

  ①  制度の概要 

公的機関のニーズ等を踏まえ、国が設定した技術開発課題の解決への取組につい

て、Ｆ／Ｓ及びＲ＆Ｄを公募により委託先を選定して実施する。設定された技術開

発課題ごとに、段階的選抜方式によって案件の絞り込みを行うこととし、Ｆ／Ｓの

実施結果を評価した上で、Ｒ＆Ｄに移行するものとする。  
ただし、平成２０年度においては、Ｆ／Ｓを経ることなく研究開発成果を事業化

できる見通しのある技術開発課題については、Ｒ＆Ｄのみを実施することとする。  
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  ②  対象事業者 

原則として、中小企業基本法に定める中小企業とする。 

日本国に登記されている企業であって、当該事業者が日本国内に本事業に係

る主たる技術開発のための拠点を有する事業者とする。 

 

  ③  実施期間 

 Ｆ／Ｓ：１年以内 

 Ｒ＆Ｄ：１年間程度 

 

  ④  規模・契約形態 

  ⅰ）規模 

 Ｆ／Ｓ：１件当たり年間１，０００万円程度まで 

 Ｒ＆Ｄ：１件当たり年間５，０００万円程度まで 

  ⅱ）契約形態 

 委託（バイドール適用） 

 

 

２．制度の実施方式 

（１）制度の実施体制 

本制度においては、公的機関のニーズ等を踏まえ国が設定した技術開発課題に

ついて、ＮＥＤＯ技術開発機構が当該課題のＦ／Ｓ及びＲ＆Ｄを行う実施者を

公募によって選定し、委託により実施する。（別紙参照） 

 

（２）制度の運営管理 

制度の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省と密

接な関係を維持しつつ、本制度の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実

施する。また、必要に応じて、外部有識者等の意見を運営管理に反映させる。

具体的には、以下の事項について運営管理を実施する。 

 
  ①  委託先の公募・採択 

ａ）  公募に際しては、ＮＥＤＯ技術開発機構のホームページ上に、原則、公募

開始の１ヶ月前に事前の周知を行う。 

ｂ）ＮＥＤＯ技術開発機構外部からの幅広い分野の優れた専門家・有識者を含め

た委員会等で公正な選定を実施する。 

ｃ）公募締切日から７０日以内での採択決定を目標とし、事務の合理化・迅速

化を図る。 

ｄ）選定結果の公開と不採択案件応募者に対する明確な理由の通知を行う。 

ｅ）新規採択分の予算が十分にある年度は、年２回の公募・採択を実施する。 
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  ②  Ｆ／Ｓ及びＲ＆Ｄの評価 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目

標達成度、成果の技術的意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部

有識者等による厳正な技術評価を適時適切に実施するとともに、その評価結果

を踏まえ必要に応じてＦ／Ｓ及びＲ＆Ｄの加速・縮小・中止等見直しを迅速に

行う。  
なお、Ｆ／Ｓの評価については、複数の採択案件の中からＲ＆Ｄに移行する

案件を選抜する目的で、翌年度に実施するＲ＆Ｄを採択する審査の一部と位置

づけ、外部有識者を含めた委員会等で実施する。また、Ｒ＆Ｄの評価について

は、事業終了後速やかに、原則として、外部の有識者を含めた委員会等で評価

を実施する。 

 
 

３．制度の実施期間 

平成２０年度から実施（５年間を予定）。 

 

 

４．制度評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、政策的観点から見た制度の意義、目標達成度、将来

の産業への波及効果、効果的な制度運営等の観点から、制度評価を制度評価指針

に基づき、原則、内部評価により毎年度実施する（事後評価を含む。）。ただし、

制度立ち上げの初年度においては制度評価を実施しないこととする。  
また、評価結果を踏まえ、必要に応じて制度の拡充・縮小・中止等の見直しを

迅速に行う。  
 

 

５．その他の重要事項 

（１）知的財産権の帰属  
委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２５条

の規定等に基づき、原則として、全て委託先に帰属させることとする。  
 
（２）制度基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、制度の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、

内外の研究開発動向、政策動向、施策の変更、評価結果、事業費の確保状況、

当該事業の進捗状況等を総合的に勘案し、制度内容、実施方式等、制度基本計

画の見直しを弾力的に行うものとする。 

 
（３）根拠法 
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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成 14 法律第 145 号）

第 15 条第 1 項第 2 号 

 

 

６．基本計画の改定履歴 

  平成２０年４月制定。  
  平成２１年３月改正。 
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（別紙１）  
 

ＳＢＩＲ技術革新事業  
 実施体制（スキーム図）  

 
 
 

 

 

中小企業・ベンチャー企業（委託先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＤＯ技術開発機構 

(1)公募 (2)申請 

(3)審査 

  及び 

採択/不採択 

(5)実績 

 報告書

(6)中間 

 ・終了 

 評価 

（運営費交付金） 
公的機関のニーズ等を踏まえた  
技術開発課題を国が設定  

(4)委託 

 契約 

 

 

 

経 済 産 業 省 
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